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総務常任委員会の記録 

（町民課・吉野生支所） 

招 集 年 月 日 令和６年３月５日（火） 

招 集 の 場 所 松野町議会議場 

開     会 ３月７日（木）   午前１１時０８分 

閉     会    同  上     午後１２時２２分 

出 席 委 員 
山石 恭助、山崎 匡、加藤 康幸、森岡 健治、赤松 紀幸、 

安西 博文、山田 寛二 

欠 席 委 員  

付議事件説明 

の た め 出 席 

した者の職氏名 

町長 坂本  浩、副町長 八十島 温夫、 

課長 芝 吉彦、課長補佐 矢野 誠一、課長補佐 浦田 良香、 

係長 岩城 洋子、係長 倉田 登史、係長 有馬 宗佑 

職務のため出席 

した者の職氏名 
議会事務局長 大谷 吉廣、書記 岡崎 智恵子 

付 議 事 件 １ 議案第１２号「令和６年度松野町一般会計予算」 

２ 議案第１３号「令和６年度松野町国民健康保険特別会計予算」 

３ 議案第１５号「令和６年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別

会計予算」 

４ 議案第１７号「令和６年度松野町後期高齢者医療保険事業特別

会計予算」 
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議案第１２号「令和６年度松野町一般会計予算」、町民課・吉野生支

所 所管分の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

（業務計画説明） 

続いて、議案第１２号令和６年度松野町一般会計歳入歳出予算の町民

課・吉野生支所所管分についてご説明いたします。 

予算書５０ページをご覧ください。 

２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費は、前年対比２１万円増額

の１，６２０万５千円で、固定資産評価審査委員３名分の報酬と税務係

２名分の人件費、需用費では月刊誌や追録、原付２種までのナンバープ

レート等の消耗品費、委託料については、固定資産課税客体の的確な把

握と適正な課税を行ううえで必要な経費を計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

備品購入費については、関係する図書購入費を、負担金補助及び交付

金については加入している団体等の会費・分担金及びオンラインで開催

が予定されている研修会への参加負担金を計上しております。 

２目賦課徴収費は、前年対比１９１万４千円増額の７８９万１千円

で、町税の賦課及び徴収に係る業務の経費を計上しています。その内容

は、滞納処分のための旅費、需用費ではプリンタートナーの消耗品費、

窓付き封筒等の印刷製本費、委託料には、毎年３地点で実施する土地鑑

定委託料、土地評価システムの保守費用のほか、増額の要因となってお

ります軽自動車税システム改造委託料１０７万８千円及び土地評価シ

ステム地籍図更新委託料１８万１千円を計上しています。 

使用料及び賃借料では、地方税の申告、申請、納税などの手続きを電

子的な 1 つの窓口から複数の自治体に行なえる、地方税電子申告システ

ムの使用料２３５万１千円、間取り図を描くことで固定資産税の基とな

る評点が自動的に計算することができる家屋評価システム使用料７８

万円、滞納整理業務で必須となる預貯金照会システム使用料２８万円を

計上しております。 
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負担金補助及び交付金では、未収となっております町税等については

滞納繰越の処理後、滞納者との折衝・納税指導を行い徴収に努めていま

すが、その中でも高額・悪質な滞納者については国保税と併せて、年間

１０件を愛媛地方税滞納整理機構に移管し、法的措置を講じ、可能な限

り徴収するように努めています。その費用として愛媛地方税滞納整理機

構負担金１１０万円を計上しています。その他、協議会負担金、データ

提供サービス負担金等例年同等の予算を計上しております。 

償還金、利子及び割引料では、所得更生による各種税の還付金を見込

により１００万円を計上しています。 

次のページをご覧下さい。 

３項、１目戸籍住民基本台帳費は、前年対比４３２万４千円増額の１，

９９２万２千円で、住民窓口係１名分の人件費と、窓口業務に必要な消

耗品費、郵送料等通信運搬費、増額の要因となっております委託料では

これまで総務課で支出しておりました戸籍住民基本台帳システム保守

委託料５７９万５千円を新たに計上したことによるもので、使用料及び

賃借料についてはシステムの更改時期のため再リース契約による減額

と、備品購入費１６４万８千円については昭和４５年及び平成元年に取

得し、現在、別館書庫に設置しております戸籍簿保管金庫２台について、

老朽化による耐火性能の劣化と使用に支障を来たす状況にあるため更

新を行うものです。 

次のページをご覧下さい。 

 １８節負担金補助及び交付金では、県連合と南予地域の戸籍事務協議

会負担金をそれぞれ計上しております。 

 ５６ページをご覧下さい。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、前年対比６７

万７千円減額の１億９３５万２千円で、総務福祉係３名分の人件費等を

計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

 ８節 旅費では、コロナ禍で実施を控えておりました民生児童委員県
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外研修の実施に伴う担当者の旅費を、１０節需用費以下１３節使用料及

び賃借料は例年同様の関係機関等の運営経費を計上しております。１８

節負担金、補助及び交付金については、１０６万円増額の２，７７５万

６千円で、増額の要因は社会福祉協議会補助金で、人事院勧告に伴う職

員の人件費の増額によるものです。 

 ２７節繰出金については、６８８万４千円の減額の６，１４５万８千

円で、減額の要因は国民健康保険特別会計繰出金の令和６年度の実績見

込みを勘案し、各項目を積算した結果生じたものです。 

２目国民年金事務費は、９万６千円増額の５２４万６千円で、総務福

祉係１名分の人件費と年金業務に係る事務費を計上しています。増額の

主な要因は人事院勧告による人件費の増額によるものです。 

 ６１ページをご覧ください。 

５目人権・同和対策費は、前年対比１５万１千円増額の１，１０８万

円で、差別撤廃・人権擁護審議会委員１４名分の報酬と人権福祉係１名

分の人件費、８節旅費と１０節需用費には予定されている各種大会・研

修会の旅費とその経費を、１８節負担金、補助及び交付金では例年同等

の各種団体への負担金・補助金をそれぞれ計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

 ６目隣保館費は、前年対比６８９万４千円増額の２，５９６万６千円

で、館長、隣保館運営審議会委員、放課後児童クラブ支援員の報酬、隣

保館の会計年度任用職員の人件費と、研修会や大会への参加旅費、各種

教室や活動に関する需用費のほか、施設を維持するための経費を計上し

ております。 

次のページをご覧下さい。 

増額の主な要因は、令和７年度に事業実施を計画しております、１２

節委託料の松野町隣保館大規模改修実施設計委託料によるものです。松

野町隣保館整備事業については、令和６年度の重点施策と位置づけ、そ

の詳細については「町政の基本方針と当初予算」５６ページに記載して

おりますのでお目通し願います。 
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次のページをご覧下さい。 

８目後期高齢者医療保険事業費は、前年対比１，４１９万１千円増額

の９，８５５万２千円で、１８節負担金、補助及び交付金の後期高齢者

医療広域連合算定による療養給付費負担金が前年対比１，０９１万７千

円増額の６，３４０万４千円、２７節繰出金の後期高齢者医療保険事業

特別会計繰出金が前年対比２８０万５千円増額の３，３９３万７千円が

増額の主な要因となっております。 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、１，７０７万６千円増額の

７，４９０万６千円で、７名分の子ども・子育て会議委員報酬と児童福

祉係１名分の人件費及び関係経費を計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

増額の主な要因は、１２節委託料の第３期の子ども子育て支援事業計

画策定委託料４８６万１千円の増額、児童手当システム改造委託料４７

３万円の増額、１８節負担金、補助及び交付金の令和５年度より実施し

ている出産世帯応援事業補助金１５０万円の増額、１９節 扶助費の実

績見込による児童手当給付金６７２万円の増額が主な要因となってお

ります。そのうち、第３期松野町子ども・子育て支援事業計画策定事業

については、令和６年度の重点施策に位置づけ、その詳細を「町政の基

本方針と当初予算」５７ページに記載しておりますのでお目通し願いま

す。 

 ２目母子福祉費は、前年対比２６万５千円増額の３２３万７千円で、

増額の主な要因は、次のページにあります１９節扶助費のひとり親家庭

医療費給付金の見込額が２５万９千円増額したことによるものです。 

３目保育所費は、前年対比３７３万７千円増額の 1 億２，３３７万３

千円で、園長を始め職員及び会計年度任用職員は採用予定者を含め昨年

度同様の２８名分、令和６年４月の入園予定者は 8０名となっておりま

す。 

職員の職種別では、園長１名・保育士及び保育士補助２２名・栄養士

及び調理員５名としており、年度当初においては、人員基準は満たして
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いる状況にあります。 

６6 から６8 ページにかけては、例年のとおり保育園の運営に係る経

費をそれぞれ計上しております。 

そのうち、１８節負担金、補助及び交付金では、新規事業として保育

士確保を目的に保育士就職応援金７５万円を新たに立案するとともに

重点施策に位置づけ、保育環境の改善・充実・強化を図ることとしてお

ります。詳細につきましては、「町政の基本方針と当初予算」５８ペー

ジに記載しておりますのでお目通し願います。 

４目児童福祉施設費は、前年対比１７０万５千円減額の９９万円で、

令和５年度において放課後児童センターの外構工事実施設計完了に伴

い令和６年度の当初予算として建物本体の建設に係る実施設計委託料

を計上しております。 

この実施設計完了後には、ふるさと納税の物納による建物を受け入れ

るため、その設置及び周辺等の整備に係る建設事業費と必要な備品等を

段階的に予算化し、令和７年度当初に放課後児童センターを開業する計

画で事業を進めて参ります。なお、本事業についても、重点施策と位置

づけ「町政の基本方針と当初予算」５９ページに今後のスケジュール等

について記載しておりますのでお目通し願います。 

 ３項生活保護費、１目扶助費及び、次のページの４項、１目災害救助

費は、存置予算として計上しています。 

続いて、歳入の主な項目について説明いたします。 

予算書１３ページをご覧下さい。 

１款町税、１項町民税は、前年対比３２万４千円減額の１億３７４万

８千円で、個人均等割については直近５ヵ年の当初課税対象者数の平均

に税額を掛けたものを、個人所得割については直近５ヵ年の調定額の平

均を、法人均等割については令和４年度の課税実績を、法人税割につい

ては直近３ヵ年の決算額の平均にそれぞれ収納率を勘案し計上してお

ります。 

 次のページをご覧下さい。 
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２項固定資産税は、前年対比２５万５千円減額の１億４，０３１万６

千円で、令和５年度の土地・家屋・償却資産の課税標準額の価格変動を

見込んだものに、税率と収納率を掛けたものと国有資産等所在市町村交

付金算定基礎により算出したものをそれぞれ計上しております。 

３項軽自動車税は、前年対比１４万円減額の１，７２３万円で、環境

性能割については前年度の実績見込を、種別割については、車種による

それぞれの税額に課税台数を掛けたものに収納率の見込を乗じた額を

計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

４項 市町村たばこ税は、前年対比１００万円増額の２，３１０万円

で、過去３ヶ年の課税対象本数の平均に税額を掛けたものを計上してお

ります。 

 １９ページをご覧下さい。 

 １２款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、２節保育

所費負担金は前年対比２５４万６千円増額の６６６万 6 千円で、保育に

関する保護者負担金や他市町より当町の保育園に受け入れる園児分、保

護者の都合により短期間預かる事業分の負担金等を計上しています。増

額の主な要因は、他市町より受け入れる広域入所受託分２６０万７千円

の増額によるものです。 

１３款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料は、松野町隣

保館と森の国ふれあいセンターの使用料を、２１ページの２項手数料、

１目総務手数料には、１節税務総務、２節賦課徴収、３節戸籍住民基本

台帳の各手数料は、窓口において発生する発行手数料の見込額をそれぞ

れ計上しております。 

 １４款国庫支出金、１５款県支出金については、国や県の法令、補助

要綱等と照らし合わせて、それぞれの事業の補助率等を勘案し、該当す

る歳入科目に計上しております。 

３４ページをご覧下さい。 

 ２１款、１項町債、１目、１節過疎対策事業債の内、町民課所管分は
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１，７３０万円で、ハード事業分では放課後児童センター整備事業９０

万円、松野町隣保館整備事業６４０万円、ソフト事業分では子ども医療

費助成事業８５０万円、ひとり親家庭医療費助成事業１５０万円を充当

しています。 

 続いて、吉野生支所分について説明いたします。 

 予算書４５ページをご覧ください。 

２款、１項、８目支所費は、３２３千円で、事務及び施設管理経費を

前年同額程度計上しております。 

昨年８月より支所機能を交流センターに移動し業務を開始しており

ますが、特に支障なく運営ができております。 

続いて１１２、１１３ページをご覧ください。 

１０款教育費、４項社会教育費、４目吉野生交流促進センター費は、

前年対比６７２万４千円増額の１，０３２万７千円で、増額の主な要因

は老朽化に伴い故障中の研修室及び和室のエアコン修繕１３０万円と

約半数が点灯していない状態の多目的ホール照明器具をＬＥＤ化する

ための工事請負費５８０万２千円が増額となっております。 

吉野生交流センターは、災害時の吉野生地域の避難所として整備する

必要もあり、今回予算を計上しております。 

 以上で、町民課及び吉野生支所の説明を終わります。よろしくご審議

をいただき、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

隣保館活動についてちょっと教えていただきたいというか、隣保館の

ほうでは現在隣保館長と主事の方ですかね、１名ずつおられるんですけ

ど、年間としてですね、どのような活動というか計画を立てて、どのよ

うな内容で、活動されているのか、何かそのようなものがあるのかどう

なのかも含めてなんですけど、いろんな何かな、例えばヨガとか、手芸

とか、そういう活動されておるのは私も承知してまして、手前みそで言

うたらあれなんですけど、昨年の暮れからヨガのほうちょっと行かして
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もらいよるんですけど、そういう活動をされとるのは知ってるんですけ

ど、隣保活動活動として、隣保館、何かその年間計画を立てて、こうい

ったことに取り組んでいるとか、こういった住民を巻き込んでやってる

とか、やろうとしておるとか、そういったものがありましたらちょっと

教えていただきたいなと思いました。 

今ほど山田議員さんの質問にお答えしたらと思います。 

まず、おっしゃいましたヨガ教室、それとかストレッチ教室、それは

議員さんが出られておりますふれあいセンターで月３回から４回程度

実施されております。 

ふれあいセンターにつきましては、地域交流事業ということで、まだ

午後からは、児童クラブ、放課後児童クラブ、３時からは西小学校、東

小学校の生徒を対象に実施しております。で、豊岡のほうの隣保館につ

きましてはですね、昨年度までは、男の料理教室とか、かごづくり教室

というのが、主事が講師になってやっております。 

あとですね、適宜やっとるのが、日本舞踊、大人の部門で子供の部門

で実施しております。 

なおですね、その計画というのはですね、今までは県のほうの補助を

受けて実施しておりますので、県のほうに今年度はこのような計画を何

回、実施しますよということで、事前に申請をし、年度が明けると実績

報告という流れにしておりました。 

昨年ちょっと隣保館といいましょうかふれあいセンターのほうに、運

営の指導が入りまして、これは適宜入るもんでございますが、その中の

指摘の一つとして、隣保館の今年度の予算とか、事業計画とか、そうい

ったことは、隣保館運営審議会というのを組織させていただいておりま

して、それを年度当初の早いうちに、そのような事業計画案も含めて御

協議頂くような場を持ってくださいという指摘も受けております。 

私も大体今言われたことは大体理解してまして、どっちか言うたら、

カルチャー的なことが多いと思うんですよね。 

だから、本来の隣保館活動は私もちょっと詳しいこと分かりませんけ
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ど、やはり教養面とか、何かその、差別に対しての、何か活動というか、

そういったものも、必要なのかどうなのかもちょっと分からないんです

けど、私は必要かなと思ってるんですが、何かずっと毎年カルチャーの

計画はあって、それはそれぞれ、実施されてまして、特に、ふれあいセ

ンターのほうは結構カルチャーの件数も多いし、放課後児童クラブもず

っと例年続いてますんで、それはいいことやと思うんですけども、松野

町隣保館についても、舞踊とかそういうのは知ってるんですがそれ以外

の活動がどうなのかなあという、ちょっとありまして、もうちょっと具

体的な活動があってもいいのかなとちょっとふと思ってましたんで、ち

ょっと質問をさせていただきました。 

今後のまた計画がありましたらまた教えていただいたらと思います。 

はい。 

山田議員さんの御指摘に対しまして、申し訳ございません。 

１点大事な、相談事業というものも両館で実施しております。 

昨年度につきましては、両館で２０件程度あったというふうには聞い

ておりますが、内容がなかなか個人的な内容でございまして、どなたが

相談にこられたぐらいはあるんですが、その内容については、館長と主

事で対応頂いておりますので、そういった事業も実施しておるっていう

ことは御理解頂いたらと思います。 

来年度の計画、新しい計画につきましては、豊岡の隣保館のほうは、

館長がですね、新規事業というか、ストレッチ教室が主なものなんで、

ふれあいのほうに行ってうちのほうでも、ヨガとか、サロンとか、そう

いったことをやってみたらどうかっていうのは、提案頂いておるところ

でございます。 

なお、ふれあいセンターのほうは、予定ではございますが、７年度か

ら児童クラブのほうは、西小の横に移る予定でございますので、その昼

から開く時間、これ新しく教室なり、何か新しい事業を検討せないけん

なっていうのは、館長主事が今から検討するということを受けておりま

すので、御承知頂いたらと思います。 
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相談事業もあるということで、それもちょっと聞いてはいるんですけ

ど、２０件ぐらいですか、あるということなんですけど、その個人のプ

ライバシーのあるかもしれませんけど、やっぱの相談の内容はどうやっ

たのか、検証する必要があるんかなと私は思いますんで、ある程度どこ

までの範囲で共有できるかいうのはあるかもしれませんけど、やっぱそ

の相談の内容によったらやっぱ、フィードバックなり、改善に向けた対

応も必要かなと思いますんで、そこら辺はやっぱきっちりと、どんな内

容の相談が個人名までは出す必要ないですけど、どのような相談があっ

てどのように解決解決というかね、聞くだけの相談かもしれませんけ

ど、そういったものをやっぱまとめるいうのも一つ、今聞きよって、大

切かなと思いましたんで、次につなげるという意味でですね、そういっ

た面もまた、計画というかフォローの中で、対応していただければなと

いうふうに思います。 

やっぱ日中空いた児童クラブも空くということなんで、やっぱこの空

いた時間を有効に使えるように、また、計画を立てていただければあり

がたいと思います。 

一つお聞きしたいのは町のほうの基本方針の２ページのところに、高

齢者が生涯現役で生きがいを持って社会参加できる仕組みづくり、括弧

して松野町シルバー人材センターの検討というのが、うたわれておりま

すが、これは町民課のほうでよろしいんでしょうか保健福祉課のほうな

んでしょうか。どちらにお聞きしたらいいんですかね。 

シルバー人材センターについては、今のところ検討を進めている段階

ではありますが、社会福祉協議会を基盤としたものとして想定するの

か、それとも民間主導の形のものを想定するのか、いうことで、町民課

社会福祉協議会、それと保健福祉課のほうで今検討を進めているところ

でございます。 

いずれにも、そのような形でシルバー人材センターのお話が以前あっ

たと思うんですが、なかなかその当時の話では、前向きに進んではいな

かったという状況があると思います。 
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それを含めてですね、今回、こういう形で基本的な考え方を示してお

りますので、考え方としては協議を進めていきながら、設立に向けたで

すね対応を今後進めてまいりたいと考えております。 

町民課のほうでお聞きしますが、ここの文書を読んで、ちょっと気が

ついたのは、ちょうど議会始まる５日の日にですね、愛媛新聞を見よっ

たら、新聞の第１面に最後の端かな、県下の市町のシルバー人材センタ

ーの広告が出とったんですが、その中に各自治体の名前が列記してあっ

て、残念ながらそのシルバー人材センターが設置してないのは、松野町

と上島町の２町だけやったんです。 

ですから前々からシルバー人材センターの設置についてはもう１０

数年前から、松野町でも話が出ておりましたけど、もう設置に至らず、

いろいろ諸問題で立ち消えになっておったんですが、今回、この基本方

針の中に、松野版のシルバー人材センターの検討ということが触れられ

ておりましたので、これを見まして是非、設置に向けた活動、設置に向

けた動きをぜひお願いしたいと思いまして、あえて今日発言をさせてい

ただいたんですが、そん中で、松野版というのが表に１番最初に書いて

ありますので、ここがどうなんかな、普通、先ほど申し上げました、県

下１８のシルバー人材センターとはまたちょっと中身が違うんかなと

いう気もするんですが、そこら辺もあわせて今日お聞きしたらと思うわ

けでございます。 

そういうことで是非高齢者の方の生きがいづくりのためには、それと

なかなか、高齢者の方働くところが、場所があまりないわけでございま

すので、今の松野町にも、まちづくり高齢者の対策にはいい制度ではな

いかと考えるんですが、そこら辺、分かる範囲で教えていただいたと思

います。 

それともう１点なんですが、吉野生交流促進センター費なんですが、

今回、支所機能が吉野生交流センターに移動するといいますか、そこで

の対応ということのようでございますので、これも町民課のほうの所管

ということでございますのでお聞きしたいんですが、センター費の中に
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工事請負費として５８０万２，０００円、計上されておるんですが、こ

の中身のことなんですけど、課長も地元でございますので、十分御存知

定思いますが、エアコンが調子が悪いわけです。 

１番広いところの多目的広場部落総会にも出られたので、お分かりと

思いますが、もうエアコンのききが悪くて、大変、正月の部落総会では

寒い思いを、ここ数年しております。 

ということで、対応についても、町のほうにも、申し上げておるんで

すが、この対応は、今回の予算には触れてないのかそこら辺もあわせて

お聞きしたいと思います。 

私からシルバー人材センターの件について答弁をいたします。 

このシルバー人材センター御指摘のとおりもう１０数年前からずっ

と検討してはなかなか難しいということで、立ち消えになっておりま

す。 

私思いますに、松野町でそういった助け合いの気持ちがないというこ

とは絶対ないと思うんですがほかの町に比べても、お互いで、支え合っ

ていこうという気持ちはあるんですけれども、何でこのシルバー人材セ

ンターが具体化しないのかっていうと、やっぱりその、ほかのとこみた

いにきっちりと仕組みをつくってお金をやりとりしてということが前

提のシルバー人材センターは松野町ではちょっと難しいんじゃないか

なというふうに判断をしております。 

そうではなくてもうちょっと緩い意味で、当然、無償でやってもらっ

たりしたら、責任問題もありますし保険の問題もありますし、何らかの

お金のやりとりは必要になってくるんですけれども、そこをもう少し自

由な形を作って、事務局なりが、ある意味地域通貨的な考え方で、実際

のお金をやりとりするんじゃなくて、今日はうちが借りときます。その

代わりこういう形でお返ししますような、形ができないかなということ

であえて、松野版、ほかのところにはないような仕組みを作ろうという

ことで今検討を指示しているわけでございます。 

これにつきましてもまだ、ちょっと具体性を欠いておりますので、高
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齢者福祉の担当であります保健福祉課と、それから住民全般の福祉を担

当します町民課、そして実際は、社会福祉協議会のほうで役割を担って

もらわなければなりませんのでその３者でこれから、松野ならでは松野

だからこそできるというような、シルバー人材センターの形を見つけて

いきたい、そういうことで基本方針のほうに出させていただいていると

ころでございます。 

２点目の交流センターの修繕及び工事請負費の関係でございますが、

今回計上させていただいておるのは研修室及び和室を主に２階の部分

のエアコンの修繕でございます。 

御指摘の１階のホールの部分の大型のエアコン、こちらのほうの暖房

機能についての検討は今のところまだしてない状況でございます。 

今後、こういう御指摘がありましたので、研究検討を進めてまいりた

いと思います。 

それと工事請負費につきまして５８０万２，０００円、こちらのほう

はそのホールの天井の水銀灯でございますが、現在、今後生産が見込ま

れないということもございまして、この際今、現状ではちょっと薄暗い

感じの照明になっていると思います。それをＬＥＤ化することで長寿命

の機材を入れること、また電力消費の削減等を見込んだＬＥＤ化するこ

との工事費を今回計上させていただいておるところでございます。 

今町長のほうから御説明ありました、松野版のシルバー人材センタ

ー、ぜひ設置に向けて十分協議をしていただいて、この問題が前向きに

できますように、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

それと今説明ありました、吉野生交流センターの工事請負の関係でご

ざいますが、確かに照明も大事だと思いますが、もう芝課長も、多分経

験されております。一応エアコンはつけていただいとるんで、あれで快

適にあの部屋におれるんかなという期待をしておったんですが、１年目

も駄目で、今年こそはと思って２年目の総会にも臨んでみましたら、相

変わらずとても、あそこに正月の寒いときに座れるもんじゃございませ

ん。 
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もう十分分かっていただいておると思いますので、是非、早急に来年

の冬までには解決できますようによろしくお願いを申し上げまして、質

問を終わります。 

他にありませんか。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１２号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１２号「令和６年度松野町一般会計

予算」、町民課・吉野生支所 所管分については原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

続きまして、議案第１３号「令和６年度松野町国民健康保険特別会計

予算」の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます 

議案第１３号令和６年度松野町国民健康保険特別会計予算について

ご説明いたします。 

 令和 6 年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ前年対比３，６００万円

減額の５億５，１００万円で、はじめに主な歳入について説明いたしま

す。 

予算書の８ページをご覧下さい。 

 １款、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税は、前

年対比３４０万７千円減額の５，９８８万６千円で、令和５年度調定額

から過去３年間の平均被保険者数減少率を考慮した見込額に収納率見

込を掛けたものをそれぞれ計上しております。 

２目退職被保険者等国民健康保険税は前年同額の２万円で、退職被保

険者制度が廃止となり、これ以降新規の加入がなく、経過措置中の方は

６５歳になったことから、現年課税分については存置予算とし、滞納繰

越分の回収額のみを計上しています。 
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次のページをご覧下さい。 

４款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金、１節普通交

付金は保険給付に要する交付金で、前年対比３千万円減額の４億８４８

万４千円を見込んでおります。 

２節特別交付金は、前年対比３４３万３千円増額の１，２２０万５千

円で、増額の主な要因は保険者努力支援分の特定健診受診率向上事業分

３０４万５千円と、重複多剤服薬者通知等事業分２８７万１千円、特別

調整交付金分の新型コロナウイルス感染に係る傷病手当金分２８９万

８千円の減額によるものです。 

次のページをご覧下さい。 

７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、前年対比６

８８万４千円減額の６，１４５万８千円で、1 節の職員給与費等繰入金

から８節のその他一般会計繰入金をそれぞれの該当する科目に充当す

るため計上しております。 

次のページをご覧下さい。 

 ８款繰越金は、歳入合計額の調整として、８８８万 4 千円を計上して

います。 

 続いて、歳出の主なものについて説明いたします。 

１３ページをご覧ください。 

１款総務費、１項総務管理費は、前年対比１０９万３千円減額の１，

２５５万４千円で、保険事業係１名分の人件費と、国保業務に係る事務

費を計上しています。減額の主な要因は、次期国保総合システムが令和

５年度予算において構築されましたので関係予算分の減少によるもの

です。 

 １４ページをご覧ください。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費は、前年対比 9 万５千円増額の８４３万

２千円で、賦課徴収係１名分の人件費と、国保税徴収業務に係る事務費

を計上しています。 

１５ページをご覧ください。 
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２款保険給付費、１項療養諸費は前年対比３千万円減額の３億５，３

３８万８千円で過去３年間の実績及び被保険者の減少を考慮し計上し

ております。 

 １６ページをご覧ください。 

２項高額療養費及び、３項出産育児諸費、１７ページの４項葬祭諸費、

５項移送費については、前年同額をそれぞれ計上しております。 

 ６項傷病手当費は、前年対比２８９万８千円減額の５０万円で、新型

コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことにより、２年間遡及

する保険給付費を感染した被用者に支給する傷病手当金を計上してお

ります。 

 １８ページをご覧ください。 

３款国民健康保険事業費納付金は、愛媛県から示され保険税として徴

収し県に納付するもので、１項医療給付費分として前年対比７３７万円

減額の７，１５３万９千円、２項後期高齢者支援金等は前年対比１６万

１千円増額の２，３８０万５千円、介護納付金分は前年対比３３万４千

円増額の６６８万 1 千円を計上しております。 

１９ページをご覧ください。 

６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は、前年対比２７２万８

千円増額の１，０２７万５千円で、増額の主な要因は次のページの１２

節特定健康診査受診率向上業務委託料３０４万６千円で、この事業につ

いては重点施策項目と位置づけ、「町政の基本方針と当初予算」１９ペ

ージに詳細をお示ししておりますのでお目通し願います。 

２０・２１ページをご覧ください。 

２項保健事業費は前年対比２９４万７千円増額の３９４万９千円で、

増額の主な要因は、重複・多剤服薬者通知等業務委託料２８７万 1 千円

で、この事業についても重点施策項目と位置づけ、「町政の基本方針と

当初予算」２０ページに詳細をお示ししておりますのでお目通し願いま

す。 

２２ページをご覧ください。 
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８款諸支出金、２項償還金及び還付加算金は、所得更生や修正による

保険税の還付を行うもので、１目には一般被保険者保険税還付分として

３１万円を計上しています。 

その他の項目については、例年同様の予算計上を行っておりますので

後ほどご確認を願います。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議をいただき、ご承認賜わる

ようお願いいたします。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１３号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１３号「令和６年度松野町国民健康

保険特別会計予算」については原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

続きまして、議案第１５号「令和６年度松野町住宅新築資金等貸付事

業特別会計予算」の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

議案第１５号令和６年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算について説明いたします。 

 令和６年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ１７５千円であります。 

 予算書６ページをご覧下さい。 

歳入では、償還業務が令和３年度で終了したものの、県の補助金は当

面５年間延長されたことから、例年のとおり１款県支出金、１項、１目

県補助金、１節貸付助成事業補助金において、償還推進の助成にかかる

県補助金１６万９千円を計上しております。 

２款財産収入以降、３款繰入金、４款繰越金、５款諸収入については、
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存置科目として計上しております。 

８ページをご覧下さい。 

歳出では、１款、１項、１目事務費において、前年同額の１７万４千

円を計上し、住宅新築資金等償還業務に係る経費として旅費及び消耗品

費並びに人件費に係る一般会計繰出金を、また予備費を存置科目として

計上しています。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をいただき、ご承認賜わ

りますようお願いいたします。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

この会計へ今説明ありましたように、３年度で町債の借入れ先の償還

は終わって、今後の資金借入れ者からの町への返還という業務だけにな

ったわけでございますが、これ今お聞きしましたら、県の補助金は５年

間今から５年間は補助金を頂くということですかね。 

３年度からの５年間。 

ということでございますが、そういうことになりましたら、今回の予

算にも挙がっておりますように、予算は、全部で１７万５，０００円の

少額の会計の予算ということになるわけでございますが、ただし、大き

な問題になります。 

資金借入れ者からの返還ですね。これがもう、この業務だけというこ

とになるわけですが、その業務が大変なということはもう十分、今まで

も何回も説明を受けておりますので、その償還業務は大変ということは

十分自覚はしておるつもりでございますが、やはりこの会計をずっと続

けていくということになれば、やっぱ当初予算には、ある程度農償還、

の見込みですね、１年間その償還業務に向けて努力をするというよう

な、ある程度の目標を持ってやっていかなかったら、ただ年数ばっかり

がかかってくるんじゃないかということも心配するんですが、そこら辺

どのような、今からの将来に向けて、今どのような取り組みをされて、

見通し、少しお聞かせ願いたいと思います。 
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山 石 委 員 長 

赤松委員の御質問に、お答えしたいと思います。 

今、担当課として、やっておる償還業務に対する啓発事項としまして

は、具体的には４月と３月末までの４月と１０月、年に２回、滞納者に

関しましては、今幾ら残っておりますことで、いついつまでに相談に来

てくださいっていう、催告の通知を出させていただいております。 

あわせて、町民課の税務担当の課でもございまして、窓口のほうに、

もしその滞納者とかこられたらですね、一声かけてくれるようにいうこ

とで、適宜、対応しておるところでございまして、今対象者がですね、

１７名おりまして、１人が２種類か３種類の貸付金をお借りされており

ます。 

それで、延べ人数としましては、２９名、昨年度は３０名あったんで

すが、お１人完済されまして、２９名になっておるところでございます。 

そのうち７名の方がですね、定期的に毎月の引き落としに対応してい

ただいておりまして、大体１０万から１２万月によっては減ることもご

ざいますが、そういったことで対応させていただいております。 

残りの方につきましても、年２回の催告の折に、返事がないときはこ

ちらから電話なり、さしていただきまして、一括でちょっと頂いたりす

ることもございます。 

そういったところで、昨年度の昨年度の実績は１６０万程度、歳入１

８０万がすいません、ちょっと把握できておりません。で、今年度の予

定としましては、２００万いけるかなと思っております。 

それとあとは、年に１回、県内市町で担当者会のどういった効果的な

回収の方法があるのかという会議もありまして、それに毎回、出席させ

ていただいておりまして、優良事例につきましてはぜひうちのほうも、

作業というか、前向きに検討するようなことで今回収業務頑張っておる

ところでございます。 

内容はよく分かりましたんでこれで質問を終わります。 

ありがとうございました。 

他にありませんか。 
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質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１５号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１５号「令和６年度松野町住宅新築

資金等貸付事業特別会計予算」については原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

続きまして、議案第１７号「令和６年度松野町後期高齢者医療保険事

業特別会計予算」の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

議案第１７号令和６年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計予

算について説明いたします。 

令和６年度の予算総額は歳入歳出それぞれ前年対比１，１１０万円増

額の８，５６０万円であります。 

 予算書６ページをご覧下さい。 

歳入においては、１款、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保

険料は、前年対比６７６万円増額の３，６９０万９千円、２目普通徴収

保険料は前年対比１４５万４千円増額の１，０５１万円で、愛媛県後期

高齢者医療広域連合が算出した現年度調定額を、特別徴収７８％と普通

徴収２２％に按分し計上しています。 

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目証明手数料、２目督促手数

料は存置予算千円を、３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰

入金は、前年対比２７万５千円増額の６５６万５千円、２目保険基盤安

定繰入金は、前年対比２５３万円増額の２，７３７万２千円を計上して

います。 

７ページをご覧下さい。 

４款繰越金、５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料についても、

存置予算千円を、２項、１目受託事業収入は、前年対比８万１千円増額
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の４０３万７千円で、保健事業費の受託事業分を計上しております。 

３項雑入、１目還付金は、前年同額の２０万１千円を計上し、２目雑

入についても存置予算千円を計上しております。 

９ページをご覧下さい。 

歳出では、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、前年対

比８万１千円増額の１３万４千円で増額の主な要因は後期高齢者医療

保険通知用封筒の印刷製本費５万１千円で、２款、１項、１目後期高齢

者医療広域連合納付金は、前年対比１，０９６万７千円増額の８，０５

９万２千円、広域連合が算出した事務費負担金、保険料等負担金徴収実

額分、保険料等負担金保険基盤安定分をそれぞれ計上しております。 

３款、１項、１目保健事業費は、前年対比８万１千円増額の４０３万

７千円で、健康診査事業に係る経費を計上しています。 

次のページをご覧ください。 

４款諸支出金、は前年同額を、５款、１項、１目予備費は、前年対比

２万９千円減額の６３万４千円を計上し、予算の調整を行っておりま

す。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議をいただき、ご承認賜わり

ますようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。 

委員からの質問を許します。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１７号について、原案のとおり御

承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１７号「令和６年度松野町後期高齢

者医療保険事業特別会計予算」については原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名す

る。 

 

令和６年５月２日 

  松野町議会総務常任委員会委員長 山石 恭助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


